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第第２２号号議議案案 第第６６期期（（令令和和５５年年度度））事事業業計計画画のの設設定定ににつついいてて

経営基盤の強化に向けて、事業の効率化を進め、さらなる事業運営の効率化

に資するよう金融店舗・経済施設の再編・機能見直しに取組むとともに、引き

続き、適正な店舗体制、拠点となる店舗の体制強化、集約店舗の代替措置など

についての協議検討を進めます。

また、「不断の自己改革」を実践し、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」

に向けた各種施策の実践と「地域の活性化」に向けた食農教育などの活動を行

い、組合員・地域の皆様とつくるより良い「未来」を目指して事業活動に取組

みます。

そして、これまでの不祥事の発生を踏まえ、「ガバナンス体制の強化」「コン

プライアンス遵守の取組強化」「内部監査機能の強化」「リスク管理体制の整備」

「内部けん制体制の強化」を柱とする不祥事再発防止策の徹底に取組みます。
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第第２２号号議議案案 第第６６期期（（令令和和５５年年度度））事事業業計計画画のの設設定定ににつついいてて

経営基盤の強化に向けて、事業の効率化を進め、さらなる事業運営の効率化

に資するよう金融店舗・経済施設の再編・機能見直しに取組むとともに、引き

続き、適正な店舗体制、拠点となる店舗の体制強化、集約店舗の代替措置など

についての協議検討を進めます。

また、「不断の自己改革」を実践し、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」

に向けた各種施策の実践と「地域の活性化」に向けた食農教育などの活動を行

い、組合員・地域の皆様とつくるより良い「未来」を目指して事業活動に取組

みます。

そして、これまでの不祥事の発生を踏まえ、「ガバナンス体制の強化」「コン

プライアンス遵守の取組強化」「内部監査機能の強化」「リスク管理体制の整備」

「内部けん制体制の強化」を柱とする不祥事再発防止策の徹底に取組みます。

１．農業所得増大対策

「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」の実現に向けて、各事業の取組が

進むよう事業間連携をはかり、各種対策に取組みます。

また、令和５年度も引き続き、生産資材の価格高騰などに対応できるよう、

適正価格の確保に向けて卸売会社、全国組織や行政機関等に対して要請活動

に取組みます。

（１）農業者の所得増大・農業生産の拡大に向けた補助事業等の活用支援の実施

農業者の所得確保に向けた反収向上や省力化・省エネ化につながるよう各

種補助事業を有効活用し、ハウス等の整備や機器類の導入支援を行います。

また、ＪＡグループ高知の県域担い手サポート連絡協議会と連携し、生産

拡大に向けた取組と有望品目や新技術の試験研究、栽培における課題解決に

向けた試験研究等を進めます。

（２）集出荷場再編構想の見直しおよび集出荷場の効率的な運営

令和２年度に策定した集出荷場再編構想の一部見直しを行い、より再編効

果が得られるよう集出荷場の効率的な利用に向けて、再編整備とあわせ計画

的に進めます。

また、外部コンサルタント等と連携し、集出荷場の業務改善・効率化に継

続して取組むとともに、出荷資材等の競争入札による資材コストの価格抑制

を目指します。

（３）農業者や集出荷場の労働力不足に対する支援

無料職業紹介所と職業紹介サイト「あぐりマッチこうち」を中心に、農業

労働力確保対策に取組むとともに、集出荷場の作業安定化に向け外国人材の

活用を進めます。

また、県や企業と連携して出荷場の労働力不足に対応できる機械類の検

討・開発を進めます。
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２．営農指導事業 

    担い手を中心に、営農指導活動の強化に取組みます。品目別営農指導員を

中心とした営農指導体制の構築に努め、栽培技術の高位平準化を目指すとと

もに、ＪＡ大会に掲げる産地総点検運動の一環として、品目別の振興計画の

策定、行政と連携した地域計画の策定等を進め、地域・産地の課題解決に取

組みます。 

また、部会組織と連携して新規就農者の受入等、多様な担い手確保に取組み

ます。安全・安心な農畜産物の供給、土壌診断や環境保全型農業を通じた栽培

方法の確立、ＩｏＰクラウドを活用した営農指導等、関係機関との連携を深め

ながら取組を進めます。 

  

（１）営農指導の強化と反収および品質向上対策 

品目別の課題解決に向けた栽培技術の研究を進めるとともに、現地検討会等

を開催し、栽培の基本管理を徹底します。 

また、県と連携し補助事業等を活用した環境制御機器の導入支援やデータを

活用した営農支援サービスの取組を進めます。 

 

（２）環境に配慮した農業の推進 

土壌診断を通じて適正な施肥設計の推進による施肥量の低減、各種補助事業

を活用したＩＰＭ技術や省エネ栽培技術の普及拡大を図ります。 

 

（３）農業経営管理支援の強化 

青色申告による経営分析を行い、記帳代行業務を通じた農業者の記帳支援を

行います。 

また、所得の確保を支援する「野菜価格安定事業」への交付予約手続きを継

続します。 

 

（４）安全・安心な農畜産物の確保対策 

生産履歴記帳や飼養履歴記帳、残留農薬検査、園芸作物のエコシステム栽培

を推進することにより県産農畜産物の安全・安心対策を拡充します。 

  

（５）担い手の確保対策 

部会組織と連携した産地提案書による新規就農者の受入対策、サポート（実

践）ハウスの運営等、多様な担い手の確保対策に取組みます。あわせて、青壮

年部組織等、地域の担い手組織の育成支援活動に取組みます。 

  

（６）つながりの強化 

品目部会を中心とした集団指導に重点を置きます。出向く機会も大切に組合

員との意思の疎通を図り、持続可能な農業の実現に向け取組みます。 
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２．営農指導事業 

    担い手を中心に、営農指導活動の強化に取組みます。品目別営農指導員を

中心とした営農指導体制の構築に努め、栽培技術の高位平準化を目指すとと

もに、ＪＡ大会に掲げる産地総点検運動の一環として、品目別の振興計画の

策定、行政と連携した地域計画の策定等を進め、地域・産地の課題解決に取

組みます。 

また、部会組織と連携して新規就農者の受入等、多様な担い手確保に取組み

ます。安全・安心な農畜産物の供給、土壌診断や環境保全型農業を通じた栽培

方法の確立、ＩｏＰクラウドを活用した営農指導等、関係機関との連携を深め

ながら取組を進めます。 

  

（１）営農指導の強化と反収および品質向上対策 

品目別の課題解決に向けた栽培技術の研究を進めるとともに、現地検討会等

を開催し、栽培の基本管理を徹底します。 

また、県と連携し補助事業等を活用した環境制御機器の導入支援やデータを

活用した営農支援サービスの取組を進めます。 

 

（２）環境に配慮した農業の推進 

土壌診断を通じて適正な施肥設計の推進による施肥量の低減、各種補助事業

を活用したＩＰＭ技術や省エネ栽培技術の普及拡大を図ります。 

 

（３）農業経営管理支援の強化 

青色申告による経営分析を行い、記帳代行業務を通じた農業者の記帳支援を

行います。 

また、所得の確保を支援する「野菜価格安定事業」への交付予約手続きを継

続します。 

 

（４）安全・安心な農畜産物の確保対策 

生産履歴記帳や飼養履歴記帳、残留農薬検査、園芸作物のエコシステム栽培

を推進することにより県産農畜産物の安全・安心対策を拡充します。 

  

（５）担い手の確保対策 

部会組織と連携した産地提案書による新規就農者の受入対策、サポート（実

践）ハウスの運営等、多様な担い手の確保対策に取組みます。あわせて、青壮

年部組織等、地域の担い手組織の育成支援活動に取組みます。 

  

（６）つながりの強化 

品目部会を中心とした集団指導に重点を置きます。出向く機会も大切に組合

員との意思の疎通を図り、持続可能な農業の実現に向け取組みます。 

  

  

３．販売事業

農畜産物の安全・安心を確保する管理体制を強化し、消費者・取引先の信頼

向上に取組むほか、県産農畜産物の販売拠点としての県域機能を十分に発揮し

ます。

また、出荷包装資材の軽量化など出荷コストの低減とあわせ、包装作業労力

不足に対応する出荷方法の継続検討や試験販売を実施します。

（１）園芸販売

①販路拡大と販売促進対策

県域一元出荷と県共計に基づく卸売市場販売を主体に、量販店や業務需要へ

の生産コスト増を意識した予約的相対取引、実需者への直接販売による販売強

化に取組みます。

また、県外事務所を中心とした営業商談、ＳＮＳを活用した情報発信の充実、

県と連携した輸出支援等を実施し、園芸品の販売促進に取組みます。

②再生産価格の安定的確保

県域品目部会や品目販売会議を中心に出荷販売対策を協議・共有し、生産資

材の高騰等、実態に則した販売目標単価を設定、再生産価格の安定確保に取組

みます。

また、特産販売部署では、新規取引先の開拓と実需者への直接販売、卸売会

社との買付取引の拡大に取組むほか、加工用原料や規格外品の買取拡大、加

工・業務需要の実態把握と取引強化、インターネット販売サイト「とさごろ」

での商品ＰＲに取組みます。

③出荷品のコスト低減対策と品質・表示管理の徹底

消費・需要に適合する出荷包装規格を見直すことで労力軽減・コスト低減を

図るとともに、ガイドライン準拠・集出荷場版ＧＡＰの実践により、出荷品の

品質・表示管理の徹底に取組みます。

④精算業務の効率化対策

園芸販売システムの見直しを進め、精算業務の効率化に取組みます。

（２）米穀集荷販売

①生産対策

引き続き、需要に応じた主食用米と飼料用米等のバランスのとれた生産を推

進します。

また、産地指定米・特別栽培米など、生産者手取りが有利になる米穀生産を

推奨します。

②集荷量の確保・拡大

県域共同計算を基本とし、出荷確約契約を基本に確実な集荷を進めるととも

に、県内外へ「高知米」の早期販売に取組みます。
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（３）玄米・精米販売

①玄米販売の拡大

集荷部門と連携し需要に合った県産米の取扱いを行い、県内外の卸・米穀店

に対し、安定的に販売を行います。

②精米販売の強化

県内実需者の量販店や学校給食、ふるさと納税などに対して地産地消を推進

するとともに、精米ブランド「パールライス」の営業商談や宣伝・販促活動を

行い、県産米の販売強化に取組みます。

また、全農パールライス㈱との連携等により、販路拡大を図ります。

（４）農畜産販売

①土佐茶の生産振興

製品茶の企画開発と販売拡大を図り、土佐茶ブランドの強化、荒茶価格の維

持、茶産地の維持と生産量の確保に努めます。

また、県および県内企業と連携し、県内での土佐茶消費ならびに販路拡大に

取組みます。

②ユズ加工販売の強化

ユズ果汁を原料とする加工品の企画開発や新規取引先の開拓により、安定的

な販売体制を整備するとともに、輸出拡大に向けた取組を強化します。

また、ユズ果汁の輸出や有利販売に向けてＨＡＣＣＰの更新、国際認証等の

取得に向けた取組検討を行います。

③生乳の計画生産と乳質の高位平準化

酪農は、生産基盤を維持し計画的な生乳生産に努め、生産管理チェックシー

トの記帳管理により、乳質の高位平準化を支援します。

④畜産事業の移管と高知県食肉センター㈱との連携

高知県食肉センター㈱と連携し、新たな、と畜・食肉処理・加工施設「ミー

トプロこうち」を核とした畜産業の振興に取組みます。

（５）食品表示・衛生管理

①行政指導等への対応

業務改善計画および再発防止策に基づき食品表示・衛生管理を徹底し、食品

に関する業務全般の健全化を図ります。

また、過去に発生した食品表示・衛生管理等の法令違反事案に対し、継続的

に点検指導を実施します。

②関係法令の周知

役職員に対して各種法令等の研修を行い、コンプライアンス意識の醸成と知

識の定着を図ります。

また、食品取扱部署職員については、行政等の主催する研修会の受講を奨励

し、関係法令の周知とスキルアップを図ります。

③点検・指導

食品関連施設を定期的に点検するとともに、食品販売施設の自主点検の月次
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（３）玄米・精米販売

①玄米販売の拡大

集荷部門と連携し需要に合った県産米の取扱いを行い、県内外の卸・米穀店

に対し、安定的に販売を行います。

②精米販売の強化

県内実需者の量販店や学校給食、ふるさと納税などに対して地産地消を推進

するとともに、精米ブランド「パールライス」の営業商談や宣伝・販促活動を

行い、県産米の販売強化に取組みます。

また、全農パールライス㈱との連携等により、販路拡大を図ります。

（４）農畜産販売

①土佐茶の生産振興

製品茶の企画開発と販売拡大を図り、土佐茶ブランドの強化、荒茶価格の維

持、茶産地の維持と生産量の確保に努めます。

また、県および県内企業と連携し、県内での土佐茶消費ならびに販路拡大に

取組みます。

②ユズ加工販売の強化

ユズ果汁を原料とする加工品の企画開発や新規取引先の開拓により、安定的

な販売体制を整備するとともに、輸出拡大に向けた取組を強化します。

また、ユズ果汁の輸出や有利販売に向けてＨＡＣＣＰの更新、国際認証等の

取得に向けた取組検討を行います。

③生乳の計画生産と乳質の高位平準化

酪農は、生産基盤を維持し計画的な生乳生産に努め、生産管理チェックシー

トの記帳管理により、乳質の高位平準化を支援します。

④畜産事業の移管と高知県食肉センター㈱との連携

高知県食肉センター㈱と連携し、新たな、と畜・食肉処理・加工施設「ミー

トプロこうち」を核とした畜産業の振興に取組みます。

（５）食品表示・衛生管理

①行政指導等への対応

業務改善計画および再発防止策に基づき食品表示・衛生管理を徹底し、食品

に関する業務全般の健全化を図ります。

また、過去に発生した食品表示・衛生管理等の法令違反事案に対し、継続的

に点検指導を実施します。

②関係法令の周知

役職員に対して各種法令等の研修を行い、コンプライアンス意識の醸成と知

識の定着を図ります。

また、食品取扱部署職員については、行政等の主催する研修会の受講を奨励

し、関係法令の周知とスキルアップを図ります。

③点検・指導

食品関連施設を定期的に点検するとともに、食品販売施設の自主点検の月次

検証、新規商品取扱前の点検・承認、食品表示・衛生管理の照会対応を行い、

食品表示・衛生管理の適正化を進めます。

【販売高目標】（内部取引控除後）

＜受託販売高＞ （単位：千円）

品目 金額 品目 金額

米穀 畜産物

野菜 林産物

果実 特産物等

花卉・花木 合計

＜買取販売高＞ （単位：千円）

品目 金額 品目 金額

米穀 畜産物

野菜等 特産物等

合計

＜加工販売高＞ （単位：千円）

品目 金額 品目 金額

加工米（精米･玄米） その他

ユズ果汁 合計
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４．購買事業
ロシアのウクライナ侵攻やコロナパンデミック、円安等の影響により、原油

や肥料、農薬、飼料等生産資材の価格は、依然として高水準で推移しています。

このような情勢に対応するため、営農部門と連携した土壌分析に基づく適正

施肥の提案、生産者予約の積上げ強化に取組み、生産資材の安定供給に努めま

す。

また、多様化する組合員ニーズに対応するため、営農部門との連携強化を図

り、生産資材コストの低減、あわせて「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」

に向けて継続した取組を行います。

（１）出向く体制の強化

生産部会や大規模法人、集落営農組織など幅広いニーズに応えられるよう職

員の資質向上を図り、渉外活動に取組みます。

また、各営農経済センターと購買事業本部が連携して未・低利用生産者に対

するアプローチを強め、事業利用の促進を図ります。

（２）生産資材コストの低減

肥料の銘柄集約や被覆資材の規格統一を進めるとともに、予約購買の拡大を

図り、生産資材の安定的な確保と供給に努めます。また、コスト低減に向けて

営農部門と連携し、低コスト肥料の現地試験および普及拡大に取組みます。

また、継続して「作物別特別推進銘柄・地区独自推進銘柄」を予約注文書に

掲載し、予約率の向上に取組みます。

（３）農業機械

全農との一体運営による積極的な訪問活動を通じ、農機の適正導入や効率利

用等について提案を行います。

また、迅速な修理、整備業務対応に努めるとともに、中古農機の流通拡大や

レンタル農機の利用を促進し、組合員の生産コストの低減を支援します。

（４）燃料

生産関連では、営農用Ａ重油における仕入先との価格交渉を強化するととも

に、物量確保と安定供給に努め、組合員等の生産資材コストの低減に向けて取

組みます。

また、供給先の燃料少量タンクの漏洩対策を講じられるよう、行政の「燃料

タンク対策整備事業」を活用して流出防止装置付き燃料タンクの普及拡大と、

あわせて、供給先の燃料少量タンクに残油監視システムを導入し、人件費等配

送コストの削減に努めます。

生活関連では、㈱ＪＡエナジーこうちとの連携によるＳＳキャンペーンの実

施や、ガスへの燃料転換と新規機器等の推進強化および「ＪＡでんき」の普及

を促進し、組合員・利用者から評価される総合エネルギー事業を目指して取組

みます。
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掲載し、予約率の向上に取組みます。

（３）農業機械

全農との一体運営による積極的な訪問活動を通じ、農機の適正導入や効率利

用等について提案を行います。

また、迅速な修理、整備業務対応に努めるとともに、中古農機の流通拡大や

レンタル農機の利用を促進し、組合員の生産コストの低減を支援します。

（４）燃料

生産関連では、営農用Ａ重油における仕入先との価格交渉を強化するととも

に、物量確保と安定供給に努め、組合員等の生産資材コストの低減に向けて取

組みます。

また、供給先の燃料少量タンクの漏洩対策を講じられるよう、行政の「燃料

タンク対策整備事業」を活用して流出防止装置付き燃料タンクの普及拡大と、

あわせて、供給先の燃料少量タンクに残油監視システムを導入し、人件費等配

送コストの削減に努めます。

生活関連では、㈱ＪＡエナジーこうちとの連携によるＳＳキャンペーンの実

施や、ガスへの燃料転換と新規機器等の推進強化および「ＪＡでんき」の普及

を促進し、組合員・利用者から評価される総合エネルギー事業を目指して取組

みます。

（５）生活店舗

女性部組織と連携を強化し、組合員、地域利用者のニーズに応える事業とし

て、Ａコープマーク品を中心に「ＪＡくらしの宅配便」の利用を促進するとと

もに会員登録の拡大を図ります。

また、各営農経済センターと連携し、組合員・利用者に向けてチラシによる

電気製品の推進や「はるやま」の特別販売会に積極的に取組み、利用促進に努

めます。

店舗事業では、Ａコープ店舗での食品管理表示等関係法令を遵守し、組合

員・利用者が来店しやすい「満足度の高い魅力ある店舗づくり」を目指して取

組み、取扱拡大を図ります。

（６）経営基盤強化に向けた取組

購買店舗においては収支改善への取組を進めながら、組合員・利用者の満足

度向上に向けて取組みます。

㈱ＪＡエナジーこうちと連携し、脱炭素社会に向けて対応できる将来のＳＳ

事業の構築に向けて協議を進めます。

【購買品供給高目標】（内部取引控除後） （単位：千円）

品目 購買品供給高 品目 購買品供給高

肥料 燃料

農薬 食品

飼料 生活用品

農業機械 家庭用燃料

生産資材 その他

自動車 合計

※内部取引以外にも収益認識基準における会計変更に伴う代理人取引、農機の

全農との分量取消等により 千円を控除しています。 
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５．信用事業

（１）融資業務の強化

農業融資については、農業性資金ＦＳＴならびに資金需要調査等を展開し、

組合員の資金ニーズの把握・資金提案を行います。

住宅ローンについては、住宅関連会社への渉外活動を中心とした出向く体制

の強化を図り住宅ローンの伸長に努めるとともに、利用者に応じた資金ニーズ

の提案を行います。

（２）非対面取引・メイン化の強化

コロナ禍におけるキャッシュレス化・非対面取引の進展を踏まえ、スマホ教

室の開催等を通じたＪＡバンクアプリ・ＪＡネットバンク利用促進、ライフイ

ベントに応じた利用者層へのサービスの提案を行い、利用者接点の強化・取引

のメイン化を促進していきます。

（３）事務指導・管理態勢の構築

不祥事再発防止の観点から事務指導の強化に引き続き取組み、事務の堅確性

向上を図り、組合員ならびに顧客からの信頼回復につなげます。また、リスク

管理・監査部門との連携を固持して不祥事の発生しない態勢を構築していきま

す。

（４）マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策

マネロン等対策として、信用事業管理職・職員全員の研修受講・ＡＭＬ（ア

ンチ・マネー・ローンダリング）資格取得をし、専門的スキルの向上を目指し

ます。

【貯金・貸出金残高目標】 単位：千円

貯金

貸出金
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農業融資については、農業性資金ＦＳＴならびに資金需要調査等を展開し、

組合員の資金ニーズの把握・資金提案を行います。
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の強化を図り住宅ローンの伸長に努めるとともに、利用者に応じた資金ニーズ

の提案を行います。

（２）非対面取引・メイン化の強化

コロナ禍におけるキャッシュレス化・非対面取引の進展を踏まえ、スマホ教

室の開催等を通じたＪＡバンクアプリ・ＪＡネットバンク利用促進、ライフイ

ベントに応じた利用者層へのサービスの提案を行い、利用者接点の強化・取引

のメイン化を促進していきます。

（３）事務指導・管理態勢の構築

不祥事再発防止の観点から事務指導の強化に引き続き取組み、事務の堅確性

向上を図り、組合員ならびに顧客からの信頼回復につなげます。また、リスク

管理・監査部門との連携を固持して不祥事の発生しない態勢を構築していきま

す。

（４）マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策

マネロン等対策として、信用事業管理職・職員全員の研修受講・ＡＭＬ（ア

ンチ・マネー・ローンダリング）資格取得をし、専門的スキルの向上を目指し

ます。

【貯金・貸出金残高目標】 単位：千円

貯金

貸出金

６．共済事業

「相互扶助（助け合い）」の精神を事業活動の原点とし、組合員・利用者・

地域の皆様に「近況・ご加入内容・請求漏れの確認」を軸とした「３Ｑ訪問活

動」を中心に継続し、さらなる「安心」と「満足」をお届けしていきます。

また、地震や豪雨など様々な自然災害への備えを万全にするため、未保障・

低保障世帯への保障拡充活動や「Ｗｅｂマイページ」、「ＪＡ共済アプリ」をは

じめとするデジタル化施策の拡大にも引き続き取組みます。 
加えて、小学校新入生への黄色い傘の寄贈や、交通安全教室の開催などの地

域貢献活動も継続して行います。 
 
【新契約高目標】

①長期共済 （単位：千円）

生命万一・建更 保障金額

生存系※ 共済金額

年金 年金原資※

※ 医療、がん・特定重度、介護系共済

※ 年金開始時における積立金

②短期共済

自動車 件

自賠責 件
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７．組織・経営基盤

（１）リスク管理の強化

①コンプライアンス体制の強化

コンプライアンス研修や連続職場離脱・人事ローテーション等の不祥事再発

防止策の取組を引き続き徹底し、コンプライアンス意識のさらなる向上と態勢

の強化を図ります。

また、会計監査人監査に対応できる内部統制を確立するとともに、監事監

査・内部監査の指摘をリスク管理部、各事業本部と共有し、不祥事の発生につ

ながるリスクの発見と予防に引き続き徹底して取組みます。

②マネー・ローンダリング・テロ資金供与に関する取組

マネー・ローンダリング・テロ資金供与（以下、マネロン等）対策について、

国際的な要請が高まってきており、当組合でも、マネロン等リスクへの対応を

経営戦略上の重要課題と捉え、基本規定として、マネー・ローンダリング等お

よび反社会的勢力等への対応に関する基本方針、マネー・ローンダリング等へ

の対応に関する規則、当組合における取引のリスク評価書を制定し、金融庁の

マネロン等に関するガイドラインに基づき、事業ごとの固有リスクを見直し顧

客管理の徹底等の対策強化に取組みます。

また、役員、内部監査室、本所リスク管理部門、事業において一定のマネロ

ンリスクが認識されている信用・共済事業全職員、経済事業管理職については、

ＡＭＬオフィサー検定の資格取得に取組み、業務、管理態勢の専門性強化を図

ります。

（２）経営基盤の強化

早期警戒制度で求められる持続可能な収益性、将来にわたる健全性を確保

するためにも、収支実績や事業環境の変化等を踏まえた経営シミュレーショ

ンの結果および経営分析結果に基づき、様々な改革に継続して取組みます。

特に、将来を見据えた施設体制の再構築として、金融店舗・経済施設の再

編・機能見直しに取組むとともに、拠点となる施設の体制強化、集約施設の

代替措置などについての協議検討を進めます。

また、全体的な管理運営コストを抑えるための業務の効率化に向けて、㈱高

知県農協電算センターと連携を図りながら各種システムの研究・開発を継続し、

段階的なシステムの導入に取組みます。 

（３）ＪＡ経営の健全性の確保

①拠点別・部門別収支管理の徹底と経営分析の実施

減損リスクの把握にあたっては、費用対効果を踏まえ、システム化の検討を

進めます。

また、部門別損益による経営分析を行い、組合経営の健全性を図ります。

②固定資産の取得の厳格化と進捗管理の徹底

固定資産の取得にあたっては、取得ルールを厳格化し、固定費の抑制に引き
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早期警戒制度で求められる持続可能な収益性、将来にわたる健全性を確保

するためにも、収支実績や事業環境の変化等を踏まえた経営シミュレーショ

ンの結果および経営分析結果に基づき、様々な改革に継続して取組みます。

特に、将来を見据えた施設体制の再構築として、金融店舗・経済施設の再

編・機能見直しに取組むとともに、拠点となる施設の体制強化、集約施設の

代替措置などについての協議検討を進めます。

また、全体的な管理運営コストを抑えるための業務の効率化に向けて、㈱高

知県農協電算センターと連携を図りながら各種システムの研究・開発を継続し、

段階的なシステムの導入に取組みます。 
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続き取組みます。

また、既存の設備投資については、投資した資金の回収状況を把握し、進捗

管理を徹底します。

③不稼働資産の流動化

遊休状態の施設については、今後の必要性を検討し処分も含めて流動化を図

ります。

（４）組合員の加入促進・メンバーシップの強化

①「ＪＡ高知県の自己改革に関する対話運動」の実施

女性組織と連携した様々な活動を通じて組織の活性化を図るとともに、女

性の意思反映・運営参画を高めるため学習運動や対話運動に取組みます。

また、くらしの活動や広報誌モニター制度を通じて、准組合員の意思反映・

運営参画を図ります。

②ＪＡ運営への組合員の意思反映

地域の意見を細かく採り入れ、組合員の協同活動や事業運営に生かすため、

支所運営委員会、地区運営委員会、本所運営委員会を定期的に開催します。

また、各運営委員会において、ＪＡの組織運営への意見・要望等をとりまと

め、ＪＡ運営に反映していきます。

（５）くらしの活動・広報活動を通じた組合員・地域住民との関係づくり

①くらしの活動の取組

食農教育、高齢者生活支援、生活文化活動、防災活動などの活動を通じて、

地域コミュニティの維持・拡大に取組みます。

また、「家の光三誌」の普及目標部数を、『家の光』 部、『地上』

部、『ちゃぐりん』 部として普及活用を進めます。

②広報活動の実践

広報誌「こうぐり」を中心とした組織内広報、トップ広報やニュースリリ

ース、ＨＰやＳＮＳなどを通じて地域社会に向けた組織外広報を行うことで、

「食」「農」「協同組合」にかかる県民理解の醸成を図ります。

また、日本農業新聞の普及目標部数を 部とし、組合員・役職員の情

報共有運動を進めます。

（６）人材育成・職場づくり

「人材育成基本方針」に基づく「活力ある職場づくり」の実現に引き続き

取組むとともに、管理職のマネジメント力や職員の基本的能力、専門的能力

の向上に向けた各種研修会の実施、派遣に取組みます。

また、外部コンサルタントを入れて、新たな人事制度の検討に取組みます。



100



101


